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地方独立行政法人化！ 

もっとよりそう都立病院へ 

からのお知らせ 

だれもが安心して働きやすい職場をつくろう！ 

 

 冬の映画チケット販売は1月末をもちまして終了させ

ていただきました。 次は夏に実施予定ですのでお楽

しみに♪※『世界らん展』のチケットのみ2月12日

（水）までご注文を受け付けております。 

 

４月義務化？？自転車保険についてはお気軽に支

部にお問い合わせください。 

本人内示： 3月19日(木）14時、支部情報提供15時  

異議申し立て締め切り： 3月23日(月)11時支部締め切り 

福祉保健局、事務、四大技術、児童福祉 

4月異動スケジュール 新型コロナウイルス感染
症に関わる休暇について 

マスクが足りない、患者と職員を守るためにも至急の確保を！ 

●職員や同居の親族に発熱等の症状があり、勤

務しないことがやむを得ないと認められた時 

●職員や同居の親族が新型コロナウイルス感染

症に罹患し、就業制限を受けた場合 

●子どもが新型コロナウイルス感染症対策に伴

う学校等の臨時休校その他の事情により、職員

が子どもの世話を行うため 

上記の場合 事故欠勤（有給）が認められます！！ 
（※公社の場合は事故休暇） 

 病院でのマスクの在庫がますます逼迫しています。指定感染症病院でコロナウイルス肺炎疑い

の患者さん対応をする職員にも一律、サージカルマスクは1日1枚といった使用制限が実施されて

います。このままでは、第一線で働く職員を感染症から守ることはできません。職員を守ること

ができなければ、職員を介しての感染を防ぐこともできません。感染がここまで拡大していれば

どの病院にコロナウイルス感染患者が来院しても不思議ではありません。国、そして都は医療機

関や会議施設に最優先にマスクを支給するべきです。 

 予算特別委員会での総括質疑の際、都立・公社病院独法化問題につ

いて「独法化のメリットは？」「独法化10年目を迎えた神奈川県立病院

が25億円もの赤字を抱えているが、上手くいっているという認識か」等

の質問がありました。これに対し、小池都知事は直接答弁せず、堤経営

本部長に答弁させました。 

 また自らの答弁は質問には答えず、はぐらかしました。自らの政治判断

で地方独法化を決断したにもかかわらず、質問に答えないのは民主主

義を否定するものです。 

都議会「独法化後に負担金を減らすつもりはないのか」の質問に 
   小池都知事は逃げずに答弁を！ 

※（写真）東京都議会HP インターネット中継より 


